
 

 

 

 

 

令 和 ６年 １１月 １４日 

財 務 部 
 

唐津市入札参加有資格業者の指名停止措置について 
 

 

 

 

 

１ 指名停止対象業者 

    （有）宗田建設（唐津市肥前町星賀乙２１３-１） 

・土木一式工事-Ｃ級 

・管工事-C 級 

・水道施設工事-級外 

 

２ 指名停止期間 

    １１月１５日から１１月２８日まで ２週間 

 

３ 指名停止理由 

(有)宗田建設は､令和６年９月９日、「馬渡水路災害復旧工事ほか２工事」において、作業

員１人が床ならし作業を行っていた際に、掘削部の一部の土砂が崩れて当該作業員の足が埋

まり、股関節等を負傷する事故を発生させ、令和６年１１月１日に唐津労働基準監督署から労

働安全衛生法違反により是正勧告を受けたため。 

 

  ４ 指名停止措置の根拠 

「唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置要綱」（以下「要

綱」という。）別表第１第７項（安全管理の措置が不適切により生じた建設工事等関係者事故）

に該当する。 

指名停止期間については、（短期）２週間以上（長期）４か月以内の範囲で措置することと

なり、「唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置基準」別表の

ス（市工事等で工事関係者に重傷者（全治２か月以上をいう。）を生じさせた場合）に該当し、

加算条項に該当しないため２週間とする。 

 

  ５ 令和４年度～令和６年度発注実績 

令和４年度 １０件 ５２，９２１，９００円 

令和５年度 １６件 ３３，３４９，８００円 

令和６年度  ８件 ３２，１８２，７００円 
（本件の問い合わせ先） 

財務部  契約管理課 

担当：島松 

電話：直通 72-9240 （内線１３６0） 

（有）宗田建設を指名停止としました。 
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